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4月 （卯月） APRIL

29日・みどりの日

国税庁のコンピュータシステム。平成7年
に東京国税局の京橋・川崎北税務署に導入
後、順次拡大され平成13年に全国税務署への
展開が完了しました。中央コンピュータとの
やりとりにより、課税事績の検索や税務調査
のための資料情報、確定申告書の処理も、こ
のシステムで行われています。

国　税 / 3月分源泉所得税の納付 4月11日

国　税 / 2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

5月2日

国　税 / 8月決算法人の中間申告 5月2日

国　税 / 5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 5月2日

地方税 / 給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

4月15日

地方税 / 固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付

4月中において市町村の条例で定める日

地方税 / 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

4月1日～4月20日

または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税 / 軽自動車税の納付

4月中において市町村の条例で定める日

労務 / 労働者死傷病報告（1月～3月分） 5月2日

KSK（国税総合管理）システム

4 月 の 税 務 と 労 務
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１
　
課
税
対
象

Ｑ

事
業
に
使
用
し
て
い
た
建
物
や
機

械
、
車
両
等
を
売
却
し
た
場
合
は
課

税
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ

消
費
税
の
課
税
の
対
象
と
な
る
取

引
は
、「
事
業
者
が
事
業
と
し
て
対
価

を
得
て
行
う
資
産
の
譲
渡
等
」
で
あ

り
、
ま
た
、
そ
の
性
質
上
事
業
に
付

随
し
て
対
価
を
得
て
行
わ
れ
る
資
産

の
譲
渡
等
も
含
ま
れ
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
販
売
用
の
商
品
だ
け
で
な
く

事
業
に
使
用
し
て
い
た
建
物
や
機
械
、

車
両
等
の
事
業
用
資
産
の
譲
渡
に
つ

い
て
も
課
税
さ
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
商
品
の
配
達
用
に
使

用
し
て
い
た
ト
ラ
ッ
ク
を
売
っ
た
場

合
に
も
課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

Ｑ

個
人
事
業
者
が
、
事
業
と
家
事
の

用
途
に
共
通
し
て
使
用
し
て
い
る
資

産
を
売
却
し
た
場
合
の
課
税
関
係
は

ど
う
な
り
ま
す
か
。

Ａ

た
と
え
ば
、
店
舗
兼
住
宅
の
一
階

部
分
を
店
舗
に
使
用
し
、
二
階
部
分

を
個
人
の
住
宅
と
し
て
使
用
し
て
い

る
場
合
の
建
物
を
譲
渡
し
た
場
合
、

事
業
用
の
部
分
に
つ
い
て
は
按
分
計

算
に
よ
り
、
消
費
税
が
課
税
さ
れ
ま

す
。

２
　
課
税
仕
入
れ

Ｑ

当
社
は
商
品
売
上
時
に
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
の
利
用
を
認
め
て
い
ま
す

が
、
カ
ー
ド
会
社
へ
の
支
払
い
手
数

料
は
ど
う
取
り
扱
わ
れ
ま
す
か
。

Ａ

カ
ー
ド
会
社
や
信
販
会
社
が
商
品

を
販
売
し
た
事
業
者
に
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
等
の
利
用
金
額
を
支
払
う
際

に
差
し
引
く
手
数
料
は
、
商
品
を
販

売
し
た
事
業
者
か
ら
の
売
掛
金
債
権

の
譲
受
け
の
対
価
で
あ
り
、
利
子
に

類
す
る
も
の
と
し
て
非
課
税
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
カ
ー
ド
会

社
等
に
支
払
っ
た
手
数
料
は
、
仕
入

税
額
控
除
で
き
ま
せ
ん
。

３
　
簡
易
課
税

Ｑ

簡
易
課
税
を
選
択
す
る
場
合
、
納

税
額
は
ど
の
よ
う
に
計
算
さ
れ
ま
す

か
。

Ａ

中
小
事
業
者
の
事
務
負
担
軽
減
の

た
め
、
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が

五
千
万
円
以
下
の
事
業
者
は
、
課
税

売
上
高
の
み
か
ら
納
税
額
を
計
算
す

る
「
簡
易
課
税
制
度
」
を
選
択
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
図
表
１
参
照
）。

4月号 2

図表1　簡易課税制度 

課税売上に 
かかる消費税額 

（①） 

「みなし仕入率」 

課税仕入れに 
かかる消費税額 

（②＝①×「みなし仕入率」） 

納税額（①－②） 

・第1種事業（卸売業） 90％ 
・第2種事業（小売業） 80％ 
・第3種事業（製造業等） 70％ 
・第4種事業（第1～3、5種事業以外） 60％ 
・第5種事業（サービス業等） 50％ 

&

消

税
費

平
成
十
五
年
度
の
消
費
税
法
改
正
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
消
費
税
の
納
税
義
務
を

免
除
さ
れ
て
い
た
事
業
者
の
相
当
数
が
課
税
事
業
者
と
な
り
、
ま
た
、
多
く
の
事

業
者
が
簡
易
課
税
か
ら
本
則
課
税
へ
移
行
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
改
正
の
影
響
が
具

体
的
に
出
て
く
る
の
は
平
成
十
七
年
か
ら
で
す
の
で
、
国
税
庁
の
情
報
等
を
参
考

に
、
以
下
留
意
す
べ
き
点
を
Ｑ
＆
Ａ
で
整
理
し
て
み
ま
す
。 Q

A



Ｑ

簡
易
課
税
を
選
択
す
る
に
は
ど
の

よ
う
な
手
続
き
が
必
要
で
す
か
。

Ａ

簡
易
課
税
は
、
原
則
と
し
て
適
用

を
受
け
た
い
期
間
の
初
日
の
前
日
ま

で
に
「
消
費
税
簡
易
課
税
制
度
選
択

届
出
書
」
を
所
轄
の
税
務
署
に
提
出

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
特
例
と
し
て
、
次
の
よ

う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
そ
の
課
税
期
間

中
に
届
出
書
を
提
出
し
て
も
そ
の
課

税
期
間
か
ら
簡
易
課
税
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①

法
人
の
設
立
第
一
期
目
、
個
人

事
業
者
の
開
業
初
年
度

②

平
成
十
五
年
度
の
税
制
改
正
に

よ
っ
て
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日

以
後
、
新
た
に
課
税
事
業
者
と
な

る
事
業
者
の
最
初
の
課
税
期
間

Ｑ

平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
後
新
た

に
課
税
事
業
者
と
な
る
事
業
者
に
つ

い
て
は
、
そ
の
課
税
期
間
中
に
届
出

書
を
提
出
す
れ
ば
、
そ
の
課
税
期
間

か
ら
簡
易
課
税
の
適
用
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
個
人
、
法
人
別

に
具
体
的
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。

Ａ

平
成
十
七
年
分
か
ら
新
た
に
課
税

事
業
者
と
な
る
個
人
事
業
者
の
場
合

は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
に
届
出
書
を
提
出
す
れ
ば
、
平

成
十
七
年
分
か
ら
簡
易
課
税
の
適
用

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
た
と
え
ば
、
課
税
期
間
が

一
年
の
五
月
末
決
算
法
人
が
、
平
成

十
六
年
六
月
一
日
〜
平
成
十
七
年
五

月
三
十
一
日
の
課
税
期
間
か
ら
新
た

に
課
税
事
業
者
と
な
る
場
合
に
は
、

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
に

届
出
書
を
提
出
す
れ
ば
、
そ
の
課
税

期
間
か
ら
簡
易
課
税
の
適
用
が
受
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ｑ

私
は
個
人
事
業
者
で
す
。
平
成
十

六
年
分
は
免
税
事
業
者
で
し
た
が
、

平
成
十
三
年
分
の
売
上
が
多
か
っ
た

こ
と
か
ら
平
成
十
五
年
分
は
課
税
事

業
者
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
過
去
す

で
に
課
税
事
業
者
で
あ
っ
た
場
合
、

「
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
後
新
た
に

課
税
事
業
者
と
な
る
事
業
者
」
に
は
、

該
当
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ

こ
の
特
例
（
経
過
措
置
）
は
、
平

成
十
六
年
四
月
一
日
以
後
最
初
に
開

始
す
る
課
税
期
間
に
課
税
事
業
者
と

な
る
事
業
者
で
、
そ
の
直
前
の
課
税

期
間
が
免
税
事
業
者
で
あ
れ
ば
適
用

が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
な
た
の
ケ
ー

ス
に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

Ｑ

特
例
（
経
過
措
置
）
の
適
用
が
受

け
ら
れ
る
平
成
十
七
年
分
か
ら
新
た

に
課
税
事
業
者
と
な
る
個
人
事
業
者

が
、
誤
っ
て
簡
易
課
税
制
度
選
択
の

「
届
出
書
」
を
提
出
し
た
場
合
、
そ
の

取
り
下
げ
は
可
能
で
し
ょ
う
か
。

Ａ

平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
後
最
初

に
開
始
す
る
課
税
期
間
終
了
の
日
ま

で
で
あ
れ
ば
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

個
人
事
業
者
の
場
合
は
平
成
十
七

年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
、
た
と
え

ば
、
課
税
期
間
が
一
年
で
あ
る
五
月

末
決
算
法
人
の
場
合
は
平
成
十
七
年

五
月
三
十
一
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

４
　
本
則
課
税

Ｑ

Ｂ
社
は
売
上
が
年
間
約
一
億
円
ほ

ど
で
従
来
は
簡
易
課
税
の
適
用
を
受

け
て
い
ま
し
た
。
改
正
法
の
適
用
に

よ
り
本
則
課
税
と
な
っ
た
場
合
の
注

意
点
は
何
で
す
か
。

Ａ

簡
易
課
税
で
す
と
課
税
売
上
げ
の

み
で
消
費
税
の
計
算
が
で
き
た
の
で

す
が
、
本
則
課
税
の
場
合
は
（
課
税

売
上
げ
に
か
か
る
消
費
税
額
―
課
税

仕
入
れ
に
か
か
る
消
費
税
額
）
で
計

算
す
る
の
で
課
税
仕
入
れ
に
か
か
る

消
費
税
額
（
仕
入
税
額
控
除
）
が
ポ

イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

図
表
２
の
事
項
を
記
載
し
た
「
帳
簿
」

お
よ
び
「
請
求
書
等
」
を
保
存
（
原

則
と
し
て
七
年
間
）
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

3 4月号

図表2　「帳簿」および「請求書等」の記載事項 

①　取引年月日（商品の引渡日または役務の提供日） 

②　取引先名（原則として正式名称〔フルネーム〕） 
　　※再生資源卸売業など、不特定多数の者から課税仕入れを行う事業の場合は省略可。 

③　取引内容（商品名等） 

④　取引金額（消費税を含む総額） 

①　取引先名（原則として正式名称［フルネーム］） 
　　※小売業、飲食店業など、不特定多数の者に商品の販売等を行う事業の場合は省略可 

②　請求書等の発行者名（所在地、電話番号も記載） 

③　取引年月日（商品の引渡日または役務の提供日） 

④　取引内容（商品名等） 

⑤　取引金額（消費税を含む総額） 

帳簿の記載事項 

請求書等の記載事項 



4月号 4

建
設
工
事
の
場
合
は
、
通
常
、
工
事
の

発
注
か
ら
完
成
引
渡
し
ま
で
の
期
間
が
長

期
に
及
び
ま
す
。
そ
の
た
め
、
一
般
的
に
、

工
事
代
金
の
前
払
金
又
は
部
分
的
に
引
渡

し
を
受
け
た
工
事
代
金
や
経
費
の
額
を
一

旦
建
設
仮
勘
定
と
し
て
処
理
し
、
目
的
物

の
全
部
が
引
渡
さ
れ
た
と
き
に
固
定
資
産

な
ど
に
振
替
処
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
消
費
税
に
お
い
て
は
、
建
設

仮
勘
定
に
計
上
さ
れ
て
い
る
金
額
で
あ
っ

て
も
、
原
則
と
し
て
物
の
引
渡
し
や
役
務

の
提
供
が
あ
っ
た
日
の
課
税
期
間
に
お
い

て
課
税
仕
入
れ
に
対
す
る
税
額
の
控
除
を

行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
建
設
仮
勘
定
と
し
て
処
理
し

た
課
税
仕
入
れ
に
つ
い
て
、
物
の
引
渡
し

や
役
務
の
提
供
又
は
一
部
が
完
成
し
た
こ

と
に
よ
り
引
渡
し
を
受
け
た
部
分
を
そ
の

都
度
課
税
仕
入
れ
と
し
な
い
で
、
工
事
の

目
的
物
の
す
べ
て
の
引
渡
し
を
受
け
た
日

の
課
税
期
間
に
お
け
る
課
税
仕
入
れ
と
し

て
処
理
す
る
方
法
も
認
め
ら
れ
ま
す
。

建
物
を
賃
借
し
、
そ
の
建
物
に
内
部

造
作
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
部

造
作
を
一
つ
の
資
産
と
し
て
耐
用
年
数

を
見
積
も
っ
て
償
却
を
行
い
ま
す
。
こ

の
場
合
の
耐
用
年
数
は
そ
の
造
作
を
し

た
建
物
の
耐
用
年
数
、
そ
の
造
作
の
種

類
、
用
途
、
使
用
材
質
等
を
勘
案
し
て

合
理
的
に
見
積
も
り
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
の
建
物
の
賃
貸
借
に
つ

い
て
賃
借
期
間
の
定
め
が
あ
り
、
そ
の

賃
借
期
間
の
更
新
が
で
き
な
い
も
の

で
、
か
つ
、
有
益
費
の
請
求
又
は
買
取

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
そ
の
賃
借
期
間
を
耐
用
年

数
と
し
て
償
却
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。な

お
、
同
一
の
建
物
に
つ
い
て
さ
れ

た
造
作
は
、
そ
の
す
べ
て
を
ま
と
め
て

一
つ
の
資
産
と
し
て
償
却
を
し
ま
す
か

ら
、
そ
の
耐
用
年
数
は
、
造
作
の
種
類

別
に
で
は
な
く
、
そ
の
造
作
全
部
を
総

合
し
て
見
積
も
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

建
設
仮
勘
定
の
仕
入
税
額
控
除
の
時
期

内
部
造
作
の
耐
用
年
数

変更契約書の印紙税は、記載金額
をどのように決めたらよいですか？

契約書の作成方法により次のよう
になります。
a 変更前の契約金額を記載した契

約書が作成されていることが明らかな場合

例えば、変更契約書上に変更前の契約書の
名称、文書番号又は契約年月日など変更前契
約書を特定できる記載がある場合をいいます。
①　変更金額が記載されている場合。
これには、変更前と変更後の契約金額の差

額が記載されている場合及び変更前と変更後
の契約金額が記載されていることにより変更
金額を算出できる場合も含みます。
イ 変更金額が変更前の契約金額を増加させ
る場合には、変更金額が記載金額です。

（例）40万円→50万円…10万円
ロ 変更金額が変更前の契約金額を減少させ
る場合には、記載金額はなしとなります。
（例）50万円→40万円…記載金額なし
② 変更後の金額のみが記載され、変更金額
が明らかでないときは、変更後の金額が記
載金額となります。
（例）当初の金額を50万円に変更…50万円
s 変更前の契約金額を記載した契約書が作

成されていることが明らかでない場合

① 変更後の金額が記載されているときは変
更後の金額が記載金額となります。これに
は、変更前の契約金額と変更金額とが記載
されている等により変更後の金額を算出で
きる場合を含みます。
（例）40万円→50万円…50万円
（例）50万円→40万円…40万円
② 変更金額のみが記載されているときは、
変更前の金額を増額及び減額するもののい
ずれも変更金額が記載金額となります。
（例）当初の金額を10万円増額又は減額…10
万円

印紙税
変更契約書の記載金額




